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はじめに 

平成 18 年度の冬季において、ノロウイルスによる食中毒と集団感染性胃腸炎は、過

去 25 年で最大規模といわれるように全国的に猛威を振るった。事件数や患者数が特に

多かったことに加えて、病院や社会福祉施設等の施設での事故が多発し、高齢者が吐物

を誤嚥して死亡したり、患者数が 1,300 人に迫る大規模な食中毒が発生したりするなど、

深刻な社会問題となっていた。 
都内におけるノロウイルス食中毒の発生状況を見ると、発生件数は、平成 13 年から

平成 17 年まで 5 年連続して第１位を占めている。また、この原因として、近年はカキ

などの二枚貝の関与が疑われるものが減少傾向であるが、ノロウイルスに感染した調理

従事者などを介した事件が増加している。 
ノロウイルスについては、科学的に十分に解明されていない点があることなどから、

これまでは、食品関係の事業者や調理従事者に消毒方法や感染防止などに関する具体的

な情報が十分に伝わらず、現場での対策や実践が混乱し、食中毒事件の発生や感染者拡

大の要因となったと考えられる。 
こうしたことから、東京都食品安全情報評価委員会（以下「情報評価委員会」という）

では、10 月に開催された平成 18 年度第２回委員会において、ノロウイルス食中毒専門

委員会を設置して、調理従事者を介した食中毒について、集中的かつ専門的に情報の検

討を行うこととなった。 
専門委員会では、過去の食中毒の発生事例、事業者へのアンケート調査やヒアリング

調査、手洗いや消毒剤の効果の検証等様々な情報について収集・分析を行い、事業者や

都民が実践可能な効果的なノロウイルス食中毒防止の方策について検討を行った。 
本報告は、専門委員会での検討を踏まえ、情報評価委員会としてとりまとめたもので

ある。 

第１ ノロウイルスの性状と感染 

１ 性状 

ノロウイルスは、以前は小型球形ウイルス（SRSV；small round structure virus)
に分類されていたが、2002 年に国際ウイルス命名委員会において、カリシウイル科

のノロウイルス属に分類される、RNA ウイルス（一本鎖 RNA）である。 
このウイルスは正 20 面体直径 27～40nm（1nm＝10 億分の１m）の正二十面体の

形態であり、主に感染性胃腸炎の主な原因となる。欧米で 70 年以上も前から知られ

ていた冬季嘔吐症は、現在、原因のほとんどがノロウイルスと考えられている1）。 
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ノロウイルスは栄養細胞型の食中毒細菌と比べ、熱、薬剤及び乾燥への抵抗性が強

い。また、感染した細胞以外では増殖することはできない。現在、ノロウイルスを人

工的に培養細胞で増殖させる技術が確立されていないため、消毒剤や加熱により感染

力を失うかどうかの実験は近縁のネコカリシウイルスを用いて行われている。 

２ 臨床症状と不顕性感染 

ノロウイルス感染症の潜伏時間は、24～48 時間である2）。主症状は、吐き気、嘔吐、

下痢で、腹痛、頭痛、発熱（38℃以下）、悪寒、筋肉痛、咽頭痛などを伴うことがあ

る。通常、１～２日症状が続いた後、治癒し後遺症はない。ワクチンや発症した場合

の抗ウイルス薬はなく、治療は対症療法が行われる。 
一般的にノロウイルス感染症は症状が続いたのちに速やかに回復するため、重篤化

しないと考えられている。しかし、病院や社会福祉施設等で発生した場合は、基礎疾

患の悪化や体力の低下あるいは誤嚥性肺炎や吐物を喉に詰まらせたための窒息によ

り高齢者が死亡した例が報告されている。 
なお、感染者は症状がなくなっても一定期間ウイルスを排出し、感染源となる場合

がある。さらに、ノロウイルスに感染しても症状が現れない不顕性感染者が存在する

ため、不顕性感染者であっても発症者と同様に一定期間ノロウイルスを排出し感染源

となるため注意が必要である。 

３ 検査方法と検出感度 

ノロウイルスは、1992 年に RNA と相補的な DNA を合成する酵素（逆転写酵素：

Reverse Transcriptase）を用いた遺伝子検査方法（RT-PCR 法）で検出が可能とな

るまでは、主に電子顕微鏡を用いてウイルス粒子の形態を同定していた。 
現在は、RT-LAMP 法や TRC 法（配列特異的 RNA 増幅反応）などの RNA を検出

するための様々な遺伝子検査法が開発されている。なお、国の通知には、ノロウイル

スの検査法として、RT-PCR 法、ハイブリダイゼーション、リアルタイム PCR 法が

食中毒の検査として定められている。 
このほか、免疫学的検出法があり、分子生物学的技法により作成された中空ウイル

ス粒子などを抗原として、抗原抗体反応を用いるＥＬＩＳＡ法がある3）。これらの検

査については、検査キットが市販されており、民間検査機関でも遺伝子検査法や免疫

学的検出法が実施されている。 
なお、ノロウイルスの遺伝子は大きく分けて２つの遺伝子群（GI 及び GⅡ）があ

るが、このほかに多くの遺伝子型が報告されている。このため、検査に用いるプライ

マー（ノロウイルス遺伝子に特異的な遺伝子断片）等の種類によって、検出可能なウ

イルスが異なる。 
表 1に各種検査法の検出感度を示す。 
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表 1 ノロウイルスに用いられる検査法と検出感度 
検査法 検出感度（コピー/テスト*） 

RT－PCR 10 
ハイブリダイゼーション 10 
リアルタイム PCR 10 
RT-LAMP 60～200 
TRC 100～3,000 
ELISA** 100,000  
電子顕微鏡** 1,000～ 

* 一回の反応時に必要なノロウイルスの遺伝子の数を示す。 
**ウイルス粒子数 

４ 感染経路 

ノロウイルスの感染経路として、経口感染、吐物に含まれるウイルスによる飛沫感

染、乾燥状態で浮遊したウイルスによる空気感染などが考えられている。 
経口感染としては食品を介した感染以外に、地下水による水系感染 、プール用水

による感染などがある。食品を介するものについて、以前はカキなどの二枚貝を原因

食品とするものが多かったが、近年は二枚貝が関与しない様々な食品が原因となって

いる。 
現状では、食品や調理器具等から微量なノロウイルスを検出が難しい4）。このため、

食中毒が発生した場合、検査結果により直接感染経路や原因食品を特定することは困

難であるケースが多く、食品等の取扱い状況、患者の発生状況、喫食状況等を疫学的

に解析し、原因食品や感染経路を推定している。 

５ 発症と免疫 

ノロウイルスはヒトの腸管（主に空腸）上皮細胞で増殖すると考えられており、ウ

イルスが増殖する際に結合するレセプターが血液型に特異的な抗原と関連がある

5),6),7）。そのため、ノロウイルス属に属するウイルスは、そのウイルスがレセプターと

して利用する組織・血液型抗原を持たない人には、細胞に結合することができず、感

染できない可能性が示唆されている。 
ノロウイルスは基本的にヒトのみが感染、発症すると考えられている8）。現在、こ

の疾病の感染モデルに関する研究が行われており、ブタオザルで人と同様の症状が報

告されているほか、ブタで感染・発症が確認されている9）,10）。 
ノロウイルスに感染した場合、感染後 6 週間から 14 週間は同じウイルスに対して

免疫が成立し、再感染は起きないが、免疫の持続期間が比較的短く、ウイルスの血清

型が多型のため、免疫による抵抗性獲得の効果は低いと考えられている11）。 

なお、現在、ノロウイルス感染予防のためのワクチンは開発されていない。 
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第２ ノロウイルス食中毒の特徴 

１ 発生状況 

平成 17 年の東京都及び全国のノロウイルス食中毒の発生状況を示す。（図 1～図 
6） 
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図 1 東京都におけるノロウイルス食中毒発生の推移（平成 13 年～平成 17 年） 
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図 2 東京都における病因物質別食中毒発生件数（平成 17 年） 
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図 3 東京都における病因物質別食中毒患者数（平成 17 年） 
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図 4 全国におけるノロウイルス食中毒の発生の推移（平成 13 年～平成 17 年） 
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平成17年全国病因物質別食中毒発生件数
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図 5 全国における病因物質別食中毒発生件数（平成 17 年） 
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図 6 全国における病因物質別食中毒患者数（平成 17 年） 

都内のノロウイルス食中毒の年間の発生件数は、平成 13 年から 17 年において 17
件から 32 件で５年連続病因物質の第１位であり、また、患者数は 228 人から 1356



 - 7 -

人で 14 年から４年連続第１位である。 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
1
0
月

1
1
月

1
2
月

患
者
数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

事
件
数

平均患者数

平均件数

 
図 7 全国におけるノロウイルス食中毒月別平均発生件数（平成 13 年～平成 17 年） 

ノロウイルス食中毒は、１年を通じて発生が見られるが、発生件数及び患者数とも

に 11 月から増え始め 12 月から３月にかけて冬場に多く発生し、７月から９月の夏場

の発生は特に少ない。（図 7） 
１事件あたりの患者数が多く、ノロウイルスでは１事件あたりの平均患者数は 31.3

人で、細菌性の食中毒菌で最も多いサルモネラ（21.6 人）の 1.4 倍である。 
また、大規模な食中毒の発生が多く、平成 13 年から 17 年までの 5 年間、都内で

発生した 100 人を超える 15 件の大規模な食中毒のうち 8 件（約 53％）がノロウイル

スである。 

２ 原因施設 

平成 13 年から 17 年までの５年間をみると、都内で発生した 476 件の食中毒のう

ちノロウイルスによるものは 142 件（29.4％）、患者数は 10,578 人のうち 4,421 人

（41.8％）であった。ノロウイルスによる食中毒は様々な施設で発生しており、厚生

労働省の統計によると、全国では、飲食店、旅館、仕出屋、事業場、学校での患者数

が多くなっている。また、都内では飲食店、仕出屋、事業場、製造所、学校での患者

数が多い。1 件あたりの患者数の平均をみると、都内では製造所、仕出屋、学校、事

業場等の施設で事件当りの患者数が多い。（表 2） 
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表 2 東京都及び全国における業態別ノロウイルス食中毒発生状況（平成 13 年～平成 17 年） 

*1 件あたりの平均患者数 

３ 原因食品 

これまで述べたように、ノロウイルスは極めて少量で感染が成立すると考えられ

ている。また、ノロウイルスｈｓ通常ヒトの腸管内だけで増殖し、食品中で増える

ことはないため、食中毒防止の 3 原則（付けない、増やさない、殺してしまう）の、

「増やさない」は機能しない。 
このため、食品にノロウイルスが付着した後、喫食までの間に十分な加熱が行わ

れない食品は、すべて食中毒の原因になる可能性があり、以下に示すように様々な

食品が原因となっている。 

⑴ 二枚貝を原因とするもの 
平成 13 年から 17 年までの５年間に、都内で発生したノロウイルス食中毒事

件のうち、発生原因にカキ、シジミ、アサリ、ウチムラサキ貝などの二枚貝が提

供された飲食物に含まれており、直接もしくは間接的にその関与が疑われた事例

は、69 件（48.6％）、患者数 1,007 人（76.7％）であった。 

⑵ 調理従事者の関与が疑われるもの 
(1)と同様の５年間では、発生原因に二枚貝が関与しない事例のうち、原因食

品が特定されたものは 32 件、患者数 1,619 人であった。 
これらの食中毒の発生原因としては、ノロウイルスに感染した調理従事者によ

る食品の汚染や食品の取扱が悪く二次的に他の食品を汚染したことなどが疑わ

れている。原因食品には、おにぎり、ホウレン草のシラス和え、ばらちらし寿司、

バターロールパン、ゼリー菓子、調理パン、仕出し弁当、宴会料理、給食等があ

る。このように、調理従事者の関与が疑われるノロウイルス食中毒では、バター

ロールパンなど細菌性の食中毒では考えられないような食品が原因となること

もあり、注意が必要である。 

業態 患者数平均* 患者数平均*
飲食店 106 74.6% 2361 53.4% 22.3 826 60.3% 21015 44.5% 25.4
仕出屋 7 4.9% 727 16.4% 103.9 66 4.8% 5265 11.2% 79.8
事業場 7 4.9% 452 10.2% 64.6 75 5.5% 3116 6.6% 41.5
旅館 5 3.5% 125 2.8% 25.0 192 14.0% 9784 20.7% 51.0
家庭 4 2.8% 12 0.3% 3.0 41 3.0% 188 0.4% 4.6
学校 3 2.1% 234 5.3% 78.0 37 2.7% 2272 4.8% 61.4
病院 2 1.4% 78 1.8% 39.0 18 1.3% 1182 2.5% 65.7
製造所 1 0.7% 314 7.1% 314.0 8 0.6% 1685 3.6% 210.6
販売店 1 0.7% 71 1.6% 71.0 4 0.3% 85 0.2% 21.3
不明 5 3.5% 33 0.7% 6.6 78 5.7% 1268 2.7% 16.3
その他 1 0.7% 14 0.3% 14.0 24 1.8% 1358 2.9% 56.6
総計

全国東京都
事件数（件） 患者数（人）事件数（件） 患者数（人）

1369142 472184421
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⑶ 原因食品・食材の特徴 
表 3にノロウイルス食中毒の原因食品に関する全国の年次推移を示す。 

表 3 全国におけるノロウイルス食中毒の原因食品別発生件数の推移（件） 
 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

総件数 269 268 278 277 274 

 魚介類 98 83 73 39 45 

  うち二枚貝 94 81 70 38 42 

 魚介類加工品 1 3 0 1 3 

 肉類及びその加工品 0 1 1 1 1 

 卵類及びその加工品 0 0 0 0 0 

 乳類及びその加工品 0 0 0 0 0 

 穀類及びその加工品 0 3 3 2 3 

 野菜及びその加工品 0 2 1 1 1 

 菓子類 1 0 2 2 3 

 複合調理食品 9 11 15 21 19 

 その他 106 131 145 162 172 

  うち食品特定 6 3 6 4 5 

  うち食事特定 100 128 139 158 167 

 不明 54 34 38 48 27 

 
全国のノロウイルス食中毒の発生状況をみると、平成 16 年以降で二枚貝の関与す

る事例は減少する傾向にあり、複合調理品や菓子などを原因としたものが発生してい

る。東京都でも、全国の傾向と同様である。一方、これまでの調査では疫学的に原因

食材を特定した例はあるが、二枚貝以外の食材からノロウイルスが検出された例はほ

とんどない。 
そのため、国のＱ＆Ａでは、食材に関する注意事項として具体的な食材を例示して

いない。一方、米国疾病管理センター(CDC)は、Ｑ＆Ａの中で、二枚貝、非加熱食品

や調理済み加工品、水、氷などをノロウイルスの汚染リスクが高いものとしている12）。 
飲用水のノロウイルス汚染については、汚染された水を使用して作った氷で食中毒

となった米国の事例がある13）。同様の事例は、国内では例数が少ないが、秋田県での

地下水が原水の簡易専用水道水を原因とした食中毒の発生事例や、新潟県や長野県の

井戸水がウイルスに汚染されていた事例がある14,15,16）。 
なお、都の調査によると河川などの環境水からノロウイルスは検出された事例はあ

るが、水道水からは検出されていない17）。 
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第３ 食中毒の事例と食品取扱施設の取組の分析 

１ 食中毒発生事例における問題点 

厚生労働省の食中毒統計によると、ノロウイルス（小型球形ウイルスを含む）を病

因物質とした食中毒の原因として、かつては二枚貝の関与が疑われる事例が大半であ

ったが、近年は調理従事者を介した事例が三分の二を超えている。ノロウイルスは、

十分な加熱により感染性を失うことから、調理従事者を介した食中毒は、非加熱のま

ま提供されるもの、加熱した食材を冷却後に調理して提供されるものでの事例が多い。 
ここでは、過去のノロウイルス食中毒事例のうち、調理従事者を介したものについ

て、施設・設備、手洗い、健康管理についての問題点を分析する。 

⑴ 施設・設備 

調理施設の手洗い設備が壊れていたり、設備が不足していたため十分な手洗いが

できなかったり、汚染の拡大を招いた結果、食品がノロウイルスに汚染されたと考

えられる事例がある。 
飲食店の会食で 5 グループ 26 名の患者が発生した渋谷区の事例では、調理施設

内の手洗い設備が壊れて使用ができず、十分な手洗いができない状態であった18）。 
また、仕出し弁当が原因となった 50 グループ 106 名の患者が発生した豊島区の

事例では、手洗いの消毒設備が故障しており、十分な手洗いができていなかった19。 
次に、集団給食施設のそう菜が原因食品となり 46 人の患者が発生した品川区の

事例では、従業者の専用手洗い設備がなく原料の冷凍食材を解凍するシンクが手洗

いとしても使用されていた20）。この事例では、ノロウイルス汚染が疑われた食材か

ら黄色ブドウ球菌も検出され、調理従事者の手指由来の汚染の伝播が示唆されてい

る。 
これまでは調理施設や調理設備・器具等の施設の拭き取り検査においてウイルス

が検出されることはまれであるが、最近、東京都や愛媛県の調査においてノロウイ

ルスが検出されているものがあり、調理設備等を介した汚染の拡大が示唆されてい

る21),22）。 

⑵ 健康管理と手洗い 

調理従事者の手洗いが不十分であったことを原因とする事例がいくつか発生し

ている。まず、学校で販売されていた調理パンを原因とし 311 名の患者が発生した

豊島区の事例では、調理従事者が一日に複数回にわたって調理場と販売店舗を往復
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しており、調理されたすべての食品で患者が発生した23）。この事例では、多種類の

調理パンの製造にあたりほとんどの作業が素手で実施され、調理に従事していた 4
人の手指の洗浄や消毒が不徹底であった。次に、宴会料理が原因となった豊島区の

事例では、調理従事者が下痢、腹痛等の症状を呈していたにも関わらず調理に従事

し、４グループ 32 名の患者が発生した。従事者の検便からノロウイルスが検出さ

れた。さらに、給食で提供されたバターロールパンを原因とし 314 名の患者が発生

した文京区の事例では、パンの焼成温度は約 200℃であり十分な加熱が行われてい

たが、ノロウイルスに感染していた従業者が、放冷後のパンを素手で箱詰めを行っ

ていた24）。この調理従事者は下痢をしており、用便後の手洗いが不十分であったと

推定されている。 
これらの事例において、従業員の手指からノロウイルスは検出されていないため、

実際の食品の汚染経路が必ずしも明確になっていない。しかし、手指を介したウイ

ルスが食品を汚染することは実験的に検証されており、特に、調理従事者が下痢等

場合、不十分な手洗いにより手指を介してノロウイルスが伝播されていると推定さ

れる25)。 

⑶ 不顕性感染 

体調が不良の調理従事者が作業に従事していると、食品を汚染する可能性が高い

と考えられるが、明確な症状がないにもかかわらず汚染源となった例がある。まず、

仕出し弁当が原因と疑われ 91 名の患者が発生した大阪府の事例では、4000 食あま

り製造された弁当のうち一部の弁当のみが食中毒の原因と考えられている26）。この

事例で糞便からノロウイルスが検出された調理従事者は、数時間の調理作業のうち

の１時間に作業した食品だけを汚染したと推定されている。また、調理従事者が調

理作業の 30 分後に発症したカナダでの事例では、調理作業時に症状はなかったが、

感染から発症にいたる潜伏期間中に食品汚染を招いた可能性が示唆されている27）。 
なお、健康安全研究センターがノロウイルス食中毒の発症者と非発症者について

糞便中のウイルス量について調査したところ、非発症者も発症者と同様に、大量の

ノロウイルスを糞便中に排出していることが明らかとなっている28)。 

２ 食品取扱施設における具体的な取組の分析 

福祉保健局では、食品安全情報評価委員会での検討を受け、平成 19 年 1 月から

2 月に、食品取扱事業所におけるノロウイルス食中毒の発生防止に向けた取組につ

いて、面接によるヒアリング調査及び郵送によるアンケート調査を実施した。 
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⑴ 調査概要 

ア ヒアリング調査 

平成 18 年 12 月から平成 19 年 2 月にかけて、大規模調理施設や調理済み食品

を大量に取り扱う施設を中心に、ホテル（食品関係）、大規模宴会施設、給食事

業者（本部食品衛生管理部門）、仕出し事業者、デパート（食品衛生管理部門）

及びコンビニエンスストア（本部食品衛生管理部門）合計 12 事業者を対象とし

て、調査を実施した。 
調査は衛生部門の担当者と面接を行い、施設・設備や従事者の衛生管理の実態

とともに、特にノロウイルスの流行が始まる前と後とでは安全対策にどのような

違いがあったのかを中心に聞き取りを行った。 

イ アンケート調査 

平成 19 年１月から 2 月にかけて、都内のすべての特別養護老人ホーム、介護

老人保健施設及び病院（20 床以上）1,189 施設に、郵送により調査票を配布して

調査を実施したところ、特別養護老人ホーム 329 施設、介護老人保健施設 121
施設、病院 574 施設、合計 1,024 施設(回収率 86.1％)から回答を得た。 

本アンケートを実施した高齢者福祉施設や病院の施設では、利用者に病気や老

衰など健康弱者が多く、ノロウイルス食中毒が発生した場合には重篤化が心配さ

れるとともに、集団生活を送っているため他の施設利用者やスタッフはもとより

調理場への伝播による感染の拡大が危惧される。 
このため、これらの施設で提供される食事には、厳重な安全管理が求められて

おり、ノロウイルスの感染を防止するため、各施設では、調理従事者はもとより

栄養士、医師、保健師、薬剤師、介護者等の施設の関係スタッフが一丸となった

懸命な取組が実践されている。 
本報告では、食品関係業態の中でも、最も高いレベルの安全管理の実践が期待

されているこれらの施設での、施設・設備や従事者の衛生管理への取組状況等に

ついて実態調査を行い、分析を行った。 

⑵ 調査結果の概要 

ア ヒアリング調査対象施設 

ノロウイルス流行がまだマスコミ等で大きく取り上げられていなかった平成

18 年 10 月以前は、ウイルスを原因とした食中毒についての知識を調理従事者に

伝えても十分に理解して手洗いなどの実践を普及することが難しかったとのコ

メントが多かった。一方、18 年 11 月以降は、各社ともウイルスの基本的な知識
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に加え、「手洗いを徹底すること」「正しい手洗いに関する情報」を提供していた。

また、調理従事者のノロウイルスに関する関心が高まったとの回答が多かった。 
今冬の事業者の主な取組としては、まず、調理工程として、汚染された二枚貝

を使用しないこと、素手での調理を減らすこと、十分な加熱を行うことなどを徹

底している事業者が多かった。また、試食コーナーの中止、手袋の着用による素

手での調理作業の禁止、ノロウイルスの消毒に効果の高いとされる消毒剤の利用、

効果的な手洗いや安全な吐物処理など具体的な従業員教育の実施などを挙げて

いた。 
一方、ノロウイルスを不活化させるための加熱条件（食材の中心温度を 85℃

１分間保つ）への対応については、同じ業種であっても、事業者により取組の差

があった。具体的には、この条件下では卵料理の風味が失われるため提供するメ

ニューから外した場合と、提供施設の管理状況や食材に応じて加熱条件を細かく

設定し柔軟な対応をした場合に分かれた。 
また、従業員の健康管理では、多くの施設で、体調が不良の調理従事者を調理

業務に従事させないほか、感染が疑われた場合にノロウイルスを対象とした検便

などが実施されていた。しかし、従事者を職場に復帰させる時の条件や確認方法

については、決め手がなくそれぞれ対応を模索している状況であった。 
手洗いの徹底について、抜き打ち検査では一時的な効果しかないとして、教育

に力を入れているとする事業者がある。一方、毎日作業開始前に監督者が従事者

一人一人の手洗いや服装のチェックを行うとするなど、違いが見られた。 
従事者教育については、講習会形式の他に、手洗い確認用の機材を用いた訓練

の実施、外国人従業員の母国語に合わせたビデオの作成など各施設の従業員の実

情に合わせた工夫が見られた。 
なお、それぞれの事業者は実践可能な対策を、それぞれが検討して実施してい

ることから、事業者や業態によってノロウイルス対策に違いが見られた。 

イ アンケート調査対象施設 

調査対象施設のうち、927 施設（90.5%）が一日に 100 食以上を提供しており、

1,500 食以上を提供する施設も 38 施設（3.7%）あった。また、調理場で働いて

いる調理従事者について、正社員とパートまたはアルバイトの合計人数の分布を

図９に示す。19 名以下の施設が 843 施設（82.4%）であった。 
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図 8 アンケート調査対象施設の調理従事者数（パート職員を含む）の分布 
 
これらの施設に対して、調理場の設備、清掃等を調査したところ、回答は以下

のとおりであった。 
 
〔食器洗浄機等の設置状況〕 

食器洗浄機や乾燥機などの設置状況を尋ねたところ、食器洗浄機は 905
施設（88.4％）、食器消毒保管庫 821 施設（80.2％）で設置しており、多く

の施設で導入されていた。 
なお、食器洗浄機を設置している施設（n=905）のうち 428 施設（47.3%）、

食器消毒保管庫を設置している施設（n=821）のうち 783 施設（95.4%）は、

それぞれ温度設定を 80℃以上としており、食器類を高温で管理していた。 
 
〔調理場の清掃の実施者〕 

調理場の清掃について尋ねたところ、973 施設（95.0%）で、調理従事者

が交代で実施していると回答し、清掃業者が実施しているところは 22 施設

（2.1%）であった。 
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〔手洗い設備の状況〕 
調理場の給水栓の構造を尋ねたところ（複数回答）、自動水栓は 392 施設

(38.3％)、足踏み式は 104 施設(10.2%)、レバー式は 347 施設（33.9%）が

設置していた。一方、手回し式は 468 施設（45.7%）で設置されており、素

手等が接触する可能性のある給水栓も設置されていた。 
なお、調理場の手洗い場で温湯が利用できると答えたのは、350 施設

（34.2%）であった。さらに、手洗い設備が作業区分ごとに分かれていない

と回答したのは、550 施設（53.7%）であった。さらに、使用している手洗

い用消毒剤の種類を尋ねたところ、ノロウイルスに対する十分な消毒効果が

期待できないとされている逆性石けんが一部で使用されており、調理場では

47 施設（4.6％）、トイレでは 34 施設（3.3％）が使用していた。 
 

〔調理従事者の衛生管理〕 
始業時の手洗いの確認は、「管理者が確認」と答えたのは、151 施設

（14.7%）で、「調理従事者同士で確認」は 658 施設(64.3％)であった。 
次に、食品を盛り付ける際に、1012 施設（98.8%）が手袋を使用してい

た。しかし、175 施設（17.3%）で 1 ヶ月当たりの購入金額が 2,000 円未満

であった。さらに手袋の使用数と従業員から、一人当たりの１日の使用枚数

を計算すると、１～３枚となった答えた施設が 164 施設あったことから、

一部では手袋は使用しているものの交換の頻度はあまり高くないことが伺

えた。 
さらに、配膳や下膳の際に、調理従事者が調理場の外へ出ると回答したの

は 871 施設(85.1％)であった。なお、自由記述には、患者施設にノロウイル

ス感染者がいる可能性があるため、調理施設に入る際の消毒を徹底している

との意見が多かった。 
 
〔調理従事者専用のトイレの設置〕 

調理従事者専用の施設のトイレの設置の有無を尋ねたところ、1011 施設

（98.7%）で設置しており、13 施設（1.3％）は設置していなかった。また、

トイレ清掃の担当者は、418 施設（40.8%）が清掃業者が実施していたが、

調理従事者が交代で行っているところもは 543 施設(53..0％)あった。 
 
〔健康不良者への対応〕 

健康不良者が出た場合の対応としては、818 施設（79.9%）で仕事を休ま

せると回答していたが、「食品に関係ない作業をさせる」が88施設（8.6%）、

「厳重な手洗いをさせた上で調理作業をさせる」が 22 施設（2.1%）あった。
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また、家族の健康チェックを実施していたのは、549 施設（53.6%）であっ

た。 
 
〔調理従事者の気になる行動や癖〕 

食品衛生責任者から見て、調理従事者の行動・癖で気になることを尋ねた

ところ、209 施設(20.4%)は「手洗いが不十分」と答えていた。 
 
〔マニュアルの設置・衛生教育〕 

調理従事者が使う衛生マニュアルは、959 施設（93.7%）が設置しており、

マニュアルがないのは 58 施設（5.7%）であった。また、衛生教育の実施状

況を尋ねたところ、講習会の開催は 681 施設(66.5％)が実施していたが、月

1 回以上(19.8％)、2~3 ヶ月に 1 回（19.5%）、半年に 1 回(34.9%)、1 年に 1
回以下（23.9%）となっており、取組に差が見られた。 
また、「その他の衛生教育」として取組を尋ねたところ、244 施設（23.8% ）

でから回答があり、120 施設（49.2%）で、月 1 回以上実施していた。具体

的な実施内容として、朝礼での確認や教育の実施、専用の機器を用いて手洗

いが行われているかの確認などがあった。 
さらに、ノロウイルス食中毒対策として重点的に取り組んでいることにつ

いて、950 施設（92.8％）から具体的な取り組みの例示が寄せられた（自由

記述）。以下に、取組例を示す。 
 

【効果的と思われる実践例】 
・ 手洗いの徹底（調理従事者だけでなく、施設利用者、家族、職員、納品業者

等入館者全員に手洗いを指導） 
・ 調理工程に応じた手袋の着用（ポリエチレン製手袋(低廉)、ラテックス製手

袋（耐摩耗性）、ニトリル製手袋（対油性）） 
・ 健康管理の徹底（家族を含む調理従事者の健康状態に異常があった場合の申

し出等） 
・ 施設側からの汚染の侵入防止対策の徹底（ワゴンの消毒、食品残渣は施設内

で処理し調理場への持込を禁止、感染者には使い捨ての食器を使用、調理従

事者が配膳等で病棟に行く時の衣服交換等） 
・ 調理工程・施設設備管理の徹底（中心部温度計を用いた加熱調理温度管理、

ドアノブ、水栓など共用設備の消毒、定時的なトイレの清掃消毒） 
・ 感染した恐れのある調理従事者の出勤停止の徹底 
・ 感染者の調理業務への復帰時の検便による陰性確認の徹底 
・ 衛生教育の工夫（毎日朝礼時に 10 分間講習の実施、手洗い効果確認機器の
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導入、ポスターの掲示） 
【問題があると思われる実践例】 
・ 塩素剤の使用方法について 

高濃度（200ppm）の次亜塩素酸ナトリウム溶液を施設内に噴霧している

事例があった。この濃度を噴霧することの効果は不明であり、また、有毒な

塩素ガスが発生する危険性もある。 
次に、十分な洗浄をしないままで床、調理器具、運搬用器具への噴霧を行

っている事例があった。たんぱく質や油などで汚染されている場合、消毒効

果は期待できない。また、噴霧後に清水で除去をしない場合、金属の腐食、

合成樹脂の劣化を早める恐れがある。 
さらに、塩素剤を手洗い用殺菌剤として使用している事例では、手あれを

招く恐れがある。 
・ 加熱調理温度の設定について 

食品の加熱条件を一律 85℃1 分間以上としている施設があった。実際に食

品がノロウイルスに汚染されているリスク、食材の種類や調理方法の違いを

考慮して、調理現場での実行可能なきめ細かな加熱条件の設定が求められる。 
・ 効果の乏しい消毒剤の選択 

調理開始前やトイレ利用後の手洗いについて、一部の施設で流水と石けん

による手洗いを行ったあと、ノロウイルスの消毒に効果が乏しいとされてい

る逆性石けんやアルコールを用いている施設があった。 
・ 検便の検査結果の活用について 

体調不良者や感染者の治癒の確認のために、ノロウイルスの確認検査を実

施して、陰性の場合に職場に復帰させている施設があった。しかし、検査の

検出感度によっては糞便中に排出されている微量のウイルスを検出できな

いことについて、必ずしも考慮していない場合が合った。 
・ スタッフ全員の健康管理の強化について 

施設の利用者や患者等からの感染の可能性を考慮した対応をとっている

場合はあったが、調理従事者と医療スタッフの接触による汚染リスクは考慮

されていない場合があった。このため、調理従事者と同様の健康管理が必要

である。 
【まとめ】 

以上のアンケートから、病院などの施設では、施設の状況に応じた衛生管理・教

育等を実施していたが、設備や規模などで取組内容に差があった。 
特に、調理従事者が従業者用のトイレを清掃している例が多く見受けられたこと

は、清掃作業時のノロウイルス感染や調理室内の汚染については、十分な注意を行

う必要がある。 
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第４ 食品の調理工程における汚染リスクの分析・評価 

ノロウイルスによる食中毒は、細菌性食中毒と同様に、手洗いの徹底により食品の

汚染を防止し、十分な加熱によりウイルスを死滅させることが重要12,）である。 

しかし、調理従事者を介したノロウイルス食中毒については、食材や食品の汚染経

路などが必ずしも明確でないケースが多く、また、調理従事者自身がノロウイルスに

感染し無症状のまま調理する場合があることを考えると、すべての作業工程にノロウ

イルスによる汚染のリスクがあるといえる。さらに、汚染のリスクを低減するために

は、調理行為や調理施設内の衛生だけでなく、調理施設を出入りする器具機材や関係

者の健康管理などの外的要因をリスクとして捕らえていく必要がある。（図 9） 
食品の安全管理についてのこのような考え方は、国際的な機関である FAO/WHO

合同食品規格委員会（コーデックス委員会）でも取り入れられており、国際規格の

ISO22000 で「消費者が飲食するまでのあらゆる段階で危害が発生するため、調理従

事者の作業リスクだけでなく、外的要因を考慮した対策が必要」との記載があるほか、

FDA の HACCP マニュアルなどにも取り入れられている29,30）。 
このため、調理従事者を介したノロウイルス食中毒の情報について、ウイルスの汚

染リスクを低減することを目的に、調理施設内の工程と調理施設以外の作業工程や関

連部署との関連などの要因を考慮し、総合的な衛生管理の視点で分析を行う。 

 

従 事 者 管 理 原 材 料 管 理 調 理 工 程 管 理 配膳・提供・返却管理 

○食器・容器等の汚染 

○配膳台などの汚染 

調 理 施 設 内

○手洗い 
○設備・器具 
○温度管理（加熱） 

○汚染された食材 
○食材間の接触 
○食材の包装等の汚染 

○個人衛生 
（家族からの感染対策） 

○トイレ等の施設衛生 

工

程

管
理
項
目(

例
）

その他の感染リスク：調理施設内へ施設関係者の出入り、汚染されたトレーやコップなど器具等の出入りなど 

○ 食材から加工などの調理作業だけでなく、配膳や施設内の関係者の出入りなど、すべての工程におけるノロウイ

ルスの汚染リスクを洗い出して対応を図る。（調理従事者、調理施設に立ち入る関係者、施設利用者など） 

○ 工程ごとに管理項目を設定し管理状況を記録するなど適切なリスク管理を実施していく。 

図 9 食品の調理における作業工程と管理項目（例） 
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１ 作業工程の衛生管理 

⑴ 工程管理 
調理施設では、様々な食材が加工され、施設によっては多種の食品が提供され

る。これらの衛生を確保するため、国の「大量調理施設衛生管理マニュアル」は、

総合的な衛生管理の考え方に基づき、食材の適切な取扱や加熱による病原微生物

を制御などの管理方法を定めている31）。この手法は、原則として、ノロウイルス

にも有効である。 

作業工程は、従事者管理、調理施設内の原材料管理・調理工程管理、配膳･提

供･返却管理に別れ、それぞれについての管理項目の例を図 9に示した。 

食品の調理工程における衛生管理は、食材から加工などの調理作業だけでなく、

配膳や施設内の関係者の出入りなど、すべての工程におけるノロウイルスの汚染

リスクを洗い出して対応を図らなければならない。また、工程ごとに管理項目を

設定し管理状況を記録するなど適切なリスク管理を実施していくことが必要で

ある。 

ノロウイルスは十分な加熱で不活化されるため、他の病原微生物と同様に加熱

による制御が非常に重要である。特に非常に少ないウイルス量で人の感染が成立

するため、素手で食品に触れる可能性のある工程について、汚染リスクの低減を

徹底する必要がある。なお、手指を介したウイルスが食品を汚染することは実験

的に検証されており、調理従事者が手洗いを徹底することは、ノロウイルスによ

る食中毒の予防に重要である25),32)。 

ここでは、単に手洗いの徹底を論ずるより、具体的な調理作業工程ごとに検証

することで調理従者の理解を促すため、食品の調理工程を三分類してノロウイル

スの汚染リスクを検討する。（表 4） 

表 4 ノロウイルスが原因と推定された食品と調理工程 

ノロウイルスに汚染されたと推定される食中毒の原因食品 
食品の種類 国内 国外 

野菜サラダ H14 広島県 ブルーベリー(冷凍) 米国 

ちらしずし H17 兵庫県他 氷 米国 

にぎりずし H13 大阪府他   

①加熱工程がなく

提供される食品 
刺身 H14 岐阜県   

カキフライ H16 新潟県他 蒸しカキ 英国 

カキのバター炒め H13 東京都   
②加熱後すぐに提

供される食品 
バターロールパン H15 東京都   

ポテトサラダ H16 山梨県 ウエディングケーキ 英国 

ケーキ H16 和歌山県   
シラスの和え物 H16 東京都他   
調理パン H12 東京都他   

③加熱調理後に冷

却し再加工する等

の複雑な工程の調

理食品 
仕出し弁当 H16 茨城県他   
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以下に、表で分類した食品ごとに、調理工程で注意しなければならない点などを

整理する。 

① 加熱工程がなく提供される食品 

野菜サラダや刺身の調理、果物の切り分けなどの作業では、調理時にウイル

スを付着させてしまうと、除去や不活化が難しい。したがって、ウイルスが付

着する可能性のある素手による作業を避ける必要がある。また、ウイルスの付

着は、原材料の搬入から製品として提供されるまでのすべての工程に可能性が

あるので、細心の注意を払う必要がある。 

② 加熱後すぐ提供される食品 

仮に食材にウイルスが付着していても十分な加熱が行われることにより、食

材自体のリスクは低減する。しかし、加熱調理後に盛り付ける際には調理従事

者の手指を介して汚染される可能性があり、注意が必要である。 

③ 加熱調理後に冷却し再加工する等の複雑な工程の調理食品 

加熱工程時に病原微生物の量は減少する。しかし、調理品を容器に移して保

存したり、他の食材等と混和したりする場合に、調理従事者による作業でノロ

ウイルスの汚染リスクがある。特に、これらの作業は複数の調理従事者で行う

場合があることから、調理器具や食材に対して素手の接触があるかという観点

から、作業導線などの分析が必要である。 

⑵ 加熱条件 

これまで病原微生物を制御するための加熱条件としては、「食品の中心温度

を 75℃で 1 分間保持すること」が大量調理施設衛生管理マニュアルで示され

ている）。この温度と時間で多くの病原細菌が死滅すると考えられている。 

一方、ノロウイルスの加熱による不活化条件として、厚生労働省の「ノロウ

イルス Q&A」では「食品の中心温度 85℃以上で 1 分間以上の加熱を行えば感染

性がなくなる」との情報が示されている。 

ここで、加熱によるノロウイルスの不活化に関する情報を表 5に示す。まず、

ノロウイルスは人工的に培養できないことから、このウイルス自体を用いた報

告は少ない。1972 年に Dolin ら33は、ノーウォークウイルス（ノロウイルスの

以前の名称）を用いて、60℃で 30 分間加熱しても安定していると報告してお

り、ノロウイルスが熱に強いと考えられる根拠となっている34）。 

一方、ノロウイルスと同属のネコカリシウイルスを代替として、様々な報告

が行われている。なお、現在、米国の環境局は、ノロウイルスの代替としてネ

コカリシウイルスを用いて消毒薬のウイルス活性を評価している35）。 
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表 5 ネコカリシウイルス等の加熱による不活化 

実験者 被検物質 実験結果 

Dolin ら ノーウォークウイルス 60℃30 分間で安定 

Doultree ら36) ネコカリシウイルス 

ネコカリシウイルスの温度に

よる不活化条件を示しており、

70℃を 5分間又は沸騰温度を 1

分間保つことにより、ウイルス

量が 10-7.5減少 

Slomka ら37） ネコカリシウイルス 

ネコカリシウイルスを二枚貝

に接種した場合、貝の中心温度

を 80℃で 1 分間保持しても、

ウイルスが不活化しない 

Duizer ら38) ネコカリシウイルス 
71.3℃１分間の加熱でウイル

ス量が 10-3に減少 

Millard ら39） 
A 型肝炎ウイルス 

ポリオウイルス 

二枚貝の中心温度を 85℃から

90 度で 1分間保つことにより、

胃腸炎の原因となる A 型肝炎

ウイルスとポリオウイルスが

完全に不活化されたと報告 

なお、胃腸炎の原因となるウイルスと食品については、A 型肝炎ウイルスや

ポリオウイルスについての実験がある。これらのウイルスが二枚貝に取り込ま

れて胃腸炎の原因となることは古くから知られており、Millard らは、二枚貝

の中心温度を 85℃から 90℃で 1 分間保つことによりウイルスを不活化すると

報告している。また、Slomka らは、他のウイルスでもこれと同様の条件によ

りほとんどのウイルスを不活化できると考察している。現在、英国では、貝類

の加工業者に対して、貝類の中心温度を 85℃から 90℃で 1 分 30 秒程度保持す

ることが推奨されている40),41）。 

ノロウイルスの不活化のための加熱条件をまとめると、まず、ノロウイルス

自体の不活化を目的としたり、二枚貝などで汚染の可能性が高い食品を調理し

たりする場合は、感染性をなくすために 85℃での温度管理が重要である。 

一方、貝類以外の食材では、ウイルスによる食材の汚染要因を検証したうえ

で加熱温度が設定されるべきである。例えば、ノロウイルスは鶏卵中に存在し

ないため、食中毒予防の点では主な病因物質であるサルモネラを対象とした温

度管理を行う必要がある。また、ひき肉のパテでは、通常は、病原性大腸菌を

対象とした温度管理が必要である。 

しかし、これらの食材であっても素手が接触する可能性がある場合や調理器

具の汚染が疑われる場合は、ウイルスを不活化する温度管理が必要となる。 
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２ 調理施設・器具等の衛生管理 

調理施設は、各種の衛生規範にあるように、洗浄消毒を適宜実施することによ

り、衛生的に管理されることが原則である42),43),44）。 
一方、ノロウイルスは感染者の糞便や吐物などと共に排出され、手指等を介し

てさまざまなものに付着して汚染が拡大することが考えられるため、食中毒の汚

染原因となる食材、器具等が持ちこまれないような管理も必要となる。特に、冬

季のノロウイルスの流行期には、外部から搬入される食材の容器包装等を細心の

注意を払って取り扱う必要がある。 

⑴ 食器・器具等 

食器・器具は、調理工程だけでなく、喫食者の吐物などで汚染される可能性

がある。このため、料理の提供後について、食器・器具等の適切な管理が必要

である。 

食器等は再利用される場合に、加熱が可能な材質が用いられることが多い。

このため、残飯等による調理場内の汚染に注意し、再利用される食器類だけで

なく、その作業中で他の器具や施設を汚染することのないように、洗浄・加熱

によりウイルスを不活化し、汚染リスクを低減する必要がある。 

例えば、食器保管庫は 85℃以上の加熱が可能であり、食器・調理器具など

をウイルスが死滅する条件で管理することができる。また、食器洗浄機は、機

種によっては 85℃以上の加熱が可能であり、吐物などが付着していることが

想定される器具等であっても、洗浄により汚染リスクを少なくできる。 

なお、ノロウイルスはアルカリ性の条件下で感染性が低下すると考えられて

いるため、食器洗浄機用洗剤として用いられている、無機塩を主体としたアル

カリ性の洗剤を使用することは、家庭においても食器等の洗浄で有効と考えら

れる45）。 

このほか、配膳台、やかんなどの食堂や病室など食事を提供する施設で使用さ

れ器具や機材が、ノロウイルスの汚染を受ける可能性を考慮して対策を実施する

必要がある。 

例えば、配膳作業者がノロウイルスに感染していたため集団感染の原因となっ

た事例もあるため、調理従事者以外の関係者の素手が接触する可能性のある器具

や配膳台の取っ手などは、洗浄・消毒が適切に行われる必要がある46）。さらに、

調理施設の外で被服等にノロウイルスが付着する可能性もあるため、白衣や手袋

などを施設の内外で適宜交換する必要がある。 

このように、調理施設内外を出入りする器具・機材、衣服等の汚染リスクを管

理しなければならない。 
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⑵ シンク・蛇口・調理台 

シンクや蛇口などは、複数の調理従事者が素手などで接触する可能性が高く、

一般的には洗浄・消毒の頻度が一日 1回程度であるため、ウイルスが付着した

場合、感染源となる可能性がある。 

このため、調理器具等の洗浄消毒は調理作業工程の中に随時組込み、徹底さ

れる必要がある。また、日常的な管理に加えて、感染が疑われる調理従事者が

作業に従事していたことが判明した場合に、調理作業を中断して施設や器具の

消毒を行うことにより汚染リスクを下げる必要がある。 

さらに、清掃作業導線の検討やシンクや蛇口などの配置に際して、複数の調

理従事者が素手で触れないような構造とすることにより、汚染リスクを低下す

ることができる。 

⑶ 床・壁 

調理施設の床や壁を通じて汚染が拡大されることを防止するため、十分な清

掃・洗浄が必要である。調理作業後に施設の清掃・洗浄などを調理従事者が担

当している場合は、作業専用の衣服や履物を用意し、また、手指の汚染や調理

施設内の汚染拡大の可能性を十分に配慮して適切な洗浄と消毒を行うことが

必要である。なお、感染症の事例では、吐物の清掃に用いたモップが感染を拡

大した事例もあることから、清掃器具の衛生管理も重要である47）。 

⑷ トイレ 

これまでの調査でトイレのドアノブや壁などからノロウイルスが検出され

ており、適切な管理が行われない状態で感染者がいた場合、トイレの施設内に

は大量のノロウイルスが付着している可能性がある48）。 
トイレについては定期的な洗浄・消毒により管理されることが何より重要で

あり、また、従業員専用など利用者が限定されることにより、集中的に適切な

衛生管理を行うことができる。さらに、トイレの個室内に手洗いを設置するこ

とにより、トイレの用便後の手指の汚染を他の接触面に拡大することを著しく

低減できると考えられる。 
一方、従業員専用のトイレを設けられない場合は、ノロウイルスに感染して

いる一般の利用者と共用する可能性を考慮しなければならない。また、トイレ

の清掃を調理従事者自身が行う場合も、手指・被服などがノロウイルスに汚染

される可能性がある。 
このようにトイレ内に立ち入ることは、調理従事者の手指の汚染リスクが高

くなると考えられる。したがって、トイレ利用時には、複数回の手洗いや消毒

剤の使用など、入念な手洗いが必要である。現在、ヨード系消毒剤はノロウイ
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ルスを短時間で不活化すると考えられているため、十分な手洗いの後に使用す

ることで汚染リスクを最も低減することができる49）。 
さらに、調理施設内で使用する着衣や靴がトイレの利用時に汚染される可能

性がある。このため、衣服や履物の着脱や交換等により、ノロウイルスを調理

施設内に持ち込ませない行動様式を定着させる必要がある。 

３ 施設関係者を介した汚染の可能性 

調理施設への立ち入りは、原則として調理従事者のみに限定する必要がある。

しかし、場合によっては、事務担当者など、他の関係者が出入りすることがある。 
過去の例では、食品の調理作業を行っていた従事者からはウイルスが検出され

ず、調理施設と患者病棟を行き来する調理関係者の感染が判明したことから、こ

の関係者が素手で食材等を触ったことが食中毒の原因と考えられている50）。 
このため、調理施設の管理者は、調理従事者と調理施設以外の関係者ではノロ

ウイルスに対するリスクの認識が異なっていることを踏まえて、施設内に立ち入

る可能性のある関係者の体調を確認、関係者が食材や施設内の器具等を素手で触

らないような管理を行うことが重要である。 
特に、病院の病棟、介護施設のケアルーム、学校の教室などは、施設の利用者

等にノロウイルスの感染者がいる可能性がある。また、病院の病棟の医療従事者

は非発症であっても高い確率で感染している場合もある51）。したがって、感染症

が発生している区域への立入や発症者が使用したトイレ・控え室の利用について

は汚染リスク高いため、調理従事者に対して、慎重に対応させる必要がある。 
したがって、調理施設と隣接する区域における感染性胃腸炎の流行状況につい

て、調理従事部門と他部門が情報を共有することで、適切なリスク管理を行う必

要がある。 

４ 健康管理と手洗いに関する分析・評価 

⑴ 調理従事者等の健康管理 

ノロウイルスの流行期（11 月～2月）に風邪様症状や下痢などの体調不良の場

合、調理従事者はノロウイルス感染を疑う必要がある。これまでの事例にあるよ

うに、体調が不良な時に食材に触れたり、食器･器具を取り扱ったりすると、施

設の汚染原因や他の調理従事者への感染源となる可能性がある。 

このため、調理従事者個人の衛生管理だけでなく、調理作業に従事する全員が

互いに体調管理を注意することで、調理施設内の衛生管理を徹底する必要がある。 
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例えば、調理従事者がノロウイルス感染の予防のために、食事を含めた自らの

健康管理を行うことは重要である。特に、調理従事者が「賄い食」や「間食」と

して飲食する場合も、当該食材を素手で触った場合などにノロウイルスによる感

染リスクがある。 

また、家族に体調不良者がいた場合に、家庭内で手洗いや消毒を適宜実施して、

感染リスクを下げる必要がある。 

なお、前述のとおり、ノロウイルスに感染していても下痢や嘔吐などの症状が

あるとは限らず、調理従事者が発症前に作った料理が感染源となった事例がある

ことは、調理従事者に対して注意を喚起するための重要な情報である27）。 

さらに、施設の管理者は、体調不良者をなるべく調理作業に従事させないだけ

でなく、調理施設内への立ち入りや他の調理作業者と接触についても適切に管理

することで汚染のリスクを下げることができる。 

なお、ノロウイルスは感染後、症状が現れている場合に大量のウイルス（糞便

1 グラムあたり 104～1010個）を排出するが、一般的には日数の経過とともにウイ

ルスの排出量が減っていくことが考えられる。現在、米国疾病管理センター(CDC)

は、症状がなくなってから３日間は、食材の調理は行わない旨を呼びかけている。 

しかし、ノロウイルスは、嘔吐・下痢などの症状がなくなってから 2 週間程度

から長い場合は 1ヶ月半にわたってウイルスが排出されるケースもある。感染し

た調理従事者が調理作業に復帰した場合、ノロウイルスを健康している可能性を

常に意識して、特に手洗い等入念な個人衛生を励行することが求められる。 

⑵ 手洗いに関する情報 

ア 手洗いの認識と実践とのズレ 

手洗いの励行は感染防止の点からも重要であり、医療関係者はもとより各家庭

でも一般的に推奨されている。また、調理従事者の効果的な手洗いの実施により

食中毒の減少に効果的との報告もあるにもかかわらず、手洗いを実施する際の認

識と実践にはずれがあると考えられる52）。 
消費者や食品等事業者に対する手洗いに関する意識調査では、「手洗いを 30 秒

以上行う」と答えた人は、調査対象者の約 4 分の１であったのに対し、自分は正

しく手洗いができていると答えた人が約４分の３であった53）。 
国の大量調理施設衛生管理マニュアルでは、石けんによる手洗い（30 秒）、す

すぎ（20 秒）、消毒（30 秒）などを行うことを示しているが、多くの人が十分に

手洗いを行っていない可能性を示唆している54）。 
なお、医療関係者において感染症を拡大させる危険性があるにもかかわらず、

看護師や介護スタッフなどの一部で手洗いが不十分なことがある例として、手洗
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いの実施率が低いことが報告されている55）。なお、手洗いの実施に関する意識と

行動を分析した調査では、経験年数が長くなると感染予防に対する責任の意識が

希薄になるとの報告もある56）。さらに、手を洗った後に頭髪や被服に触るといっ

た自分では意識していない癖が衛生確保を妨げているとの報告もある57）。 
ノロウイルスは微量で感染が成立すると考えられているため、調理従事者の手

洗いを徹底していくために「個人衛生」を確保する必要がある。 

イ 流水と石けんによる手洗いの原則 

正しく手を洗わない場合、親指や指の間や手のひらの一部などの部位を十分に

洗うことができないことがわかっている58）。したがって、手洗いに時間をかける

だけでなく、正しい手洗い方法を習熟する必要がある。 
健康安全研究センターで様々な消毒剤と手洗いの効果について検証したとこ

ろ、「手もみ洗い」や「二度洗い」などだけでも、ウイルス量を 1000 分の１に

減らすことがわかった59）。さらに、石けんを併せて用いることにより除去効果が

高くなるが、逆性石けんやアルコール系消毒剤は必ずしもウイルスの不活化に効

果があるとは限らなかった。 
手洗いの方法としての「手もみ洗い」は、医療関係者の手術時のブラッシング

法と比較しても効果的との報告もあり、各種の手洗いマニュアルでも手の洗い方

として例示されている60）61）。なお、爪の間の汚れを落とすためにブラシを用い

ることは有効であるが、ブラシや消毒剤を多用すると、手荒れの原因となり、ウ

イルスや病原細菌が付着しやすいので注意が必要である。 
したがって、調理施設にあっては、流水と石けんを用いて「手もみ洗い」を行

うことを原則とすべきである。その上で、後述するように必要に応じて適切な消

毒剤を選択することにより、ノロウイルスによる汚染リスクの低減を徹底するこ

とができる。 
なお、後述するように、逆性石けんやアルコールによる手指の消毒効果は、次

亜塩素酸ナトリウムやヨード剤に比べ、ウイルスの感染力を減ずる効力が弱い。

用途に応じて、適切な消毒剤を用いる必要がある。 

ウ 各種消毒剤や消毒方法の効果 

ノロウイルスの不活性化の情報は、前述のとおり、同属のウイルスで効果を測

定しており、ノロウイルスで直接検証された事例は少ない。 
一般に、消毒効果は、作用薬剤等の使用条件（pH、温度、時間）で病原微生

物がどの程度減少したかを効果の指標としている。したがって、消毒剤で病原体

がすべて死滅するとは限らず、一部は残存する可能性がある。このため、効果的

な薬剤であっても、もともと汚染の量が多い場合には十分な効果は得られないケ



 - 27 -

ースがある。つまり、消毒剤を用いる前に、洗浄により汚染レベルを低減させる

ことがなにより重要である。 
例えば、消毒による効果が病原微生物を 100 分の１にするものであっても、

元の汚染量が 1010個あれば、ほとんど効果がないと考えられる。このことから、

消毒剤は、用途や使用条件、効力を考慮した上で選択していく必要がある。 
以下に主にノロウイルスの代替としてネコカリシウイルスを用いた、様々な条

件化での不活化効果を示す。表中の「対数減少係数」（Log Reduction）は、ウイ

ルス量が薬剤等によりどの程度減少したかを表わし、数値が大きいほどウイルス

に与える効果が大きい。この係数が５であれば、ウイルスは 100,000分の１（10-5）

に減少したと考えられる。（表 6）
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表 6 各種消毒剤のネコカリシウイルスに対する不活化効果 

種 類 使用条件 文献 反応時間 対数減少係数 備考 
重曹（5％）[pH8.36] 10 分 2.11  
重曹（10％）[pH8.30]  1 分 3.82～4  
重曹（10％）[pH8.30] 10 分   

重 曹 

重曹＋グルタールアルデヒド（1％＋1.3％） 

62 

1 分 3.82～4  
エタノール(70％)  63 1 分 2.09 試験管内試験 
エタノール(70％) 64 1 分 3.83 試験管内試験 
エタノール(70％)   30 秒 3.78 手を用いた実験 
エタノール(70％)  5 分 5  
エタノール(90％)   1 分 2.18  
イソプロパノール(60％)   1 分 2.8  
イソプロパノール(70％)   30 秒 3.58  

ア ル コ ー ル 

エタノール（75.1％）＋2-biphenylol(0.1％) 65   手での実験 
4 級 ア ン モ ニ ウ ム   1 分 1～2  

有効塩素濃度 6,000ppm（室温）  2 分  ノロウイルス 
有効塩素濃度 5,000ppm 36 1 分 5  

有効塩素濃度 1,000ppm  1 分 2.5～5  

有効塩素濃度 250ppm  1 分 0.75~2.75  
次 亜 塩 素 酸 

有効塩素濃度 100ppm  1 分 1.75  

亜 塩 化 酸 素 0.72~1.01mg/l（15℃） 66 5~10 分 ３～４  
グルタールアルデヒド 0.5％  1 分 5  

0.8（v/v%）  1 分 5  
ヨ ー ド 剤 

0.19～0.25（w/v%） 67 10 秒 4～6  

過 酢 酸 0.05～0.1％  30 秒 4 以上  

強 酸 性 電 解 水 有効塩素濃度 30ppm 以上 68 15 秒 2.8 手指の強酸性電解水による流水すすぎ 
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第５ 調理従事者を介したノロウイルス食中毒対策の提案 

これまでの分析に基づき、調理従事者を介したノロウイルス食中毒の発生を減らすた

めの、具体的な方策について提案を行う。 

１ 作業工程管理によるリスクの低減 

ノロウイルスは、感染者の体内で増殖すると考えられ、食品中で増えることはない。

このため、ウイルスを大量に含む糞便や吐物などに由来する汚染が、調理従事者の手

指や衣服、靴などに付着して調理施設内に持ち込まれ、食品、器具及び設備を汚染す

ることを防ぐことが何より重要である。また、調理施設で実践可能なノロウイルス食

中毒防止対策には、本報告書の第３の分析評価にあるように、食材の搬入から調理・

提供、従業員の管理に至るまで、すべての作業工程を総合的に管理する必要がある。 
特に、調理施設の管理者や委託事業者、調理従事者、食材等を納品する事業者に至

るすべての関係者が協力しなければ、調理従事者を介したノロウイルス食中毒の発生

リスクを低減することはできない。 
多くの調理施設では、「大量調理施設衛生管理マニュアル」を基本とした衛生管理

が行われていることを踏まえ、ここでは、このマニュアルの実施を前提として、ノロ

ウイルス対策に重点を絞った管理方法を例示する。 

 
 

失活条件を踏まえた工程管理（第 5-1-(1)） 

工

程

調理施設・器具等からの汚染防止（第 5-1-（2）） 

提 供 

施設関係者等の

協力(第5-1-（3）） 
施設関係者等の

協力(第5-1-（3）） 

調理工程管理

 

原 材 料 管 理 ①加熱工程がなく提供される食品 

②すぐ提供される加熱済み食品 

③加熱調理後に冷却し再加工する等の複雑な工程の調理食品 

原 材 受 保 存 

図 10 作業工程管理によるリスクの低減 
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⑴ ノロウイルスの不活化のための工程管理 

調理工程におけるノロウイルス対策では、病原微生物による食材の汚染リスクを

考慮した適切な加熱が重要である。食品と素手が接触する場合に、ノロウイルスの

汚染リスクがもっとも高く、そのほか工程別に注意しなければならない事項を表７

に挙げる。なお、最近では、装着感が優れている手袋など様々なものが販売されて

いることから、作業に応じて適切な選択を行っていく必要がある。 
 
表 7 調理作業工程で注意すべき作業のポイント 

食品の種類分類 調理作業工程で注意すべき作業のポイント 

①加熱工程がなく提供

される食品 

○すべての工程で手袋を使用することが必要 
○手袋の破片等の異物混入に注意 
（カラー手袋の使用） 

②加熱後すぐ提供され

る食品 
加熱条件（二枚貝 85℃1 分、その他 75℃１分）の遵守、①

の食品との接触注意 

③加熱調理後に冷却し

再加工する等の複雑

な工程の調理食品 

加熱までの取扱は②に同じであり、加熱後の取扱は①に同

じである。このため、①，②の注意事項を参考に対策を構

築する。食品の混和・盛り付け時には、複数の従事者が容

器・食材に接触し汚染する可能性に注意が必要。 

⑵ 調理施設･器具等からの汚染防止 

喫食者や施設利用者等からの感染を防止するため、食器等の洗浄消毒等をノロウ

イルスの汚染リスクを低減の面で管理が必要である。 
表 8 施設･器具等からの汚染防止 

施設・器具等 注意すべき作業のポイント 

食 器 ・ 器 具 
○ 加熱が可能な食器等の 85℃1 分間の加熱 
○ 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃度 200ppm）

への浸漬又は清拭による消毒と清水での薬剤の除去 

配 膳 台 ・ 容 器 

○ 調理施設内に搬入される、運搬器具・容器などの汚染

リスクの低減 
○ 前室などの処理場を設置し、調理施設に直接搬入を行

わない。次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃度

200ppm）への浸漬又は清拭による消毒と清水での薬

剤の除去 

蛇口・シンク・カラン・

施 設 の 床 ・ 壁 等 

○ 蛇口・シンク・カラン等の汚染が危惧される部位を次

亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃度 100ppm）で

消毒 
○ 調理作業終了後の洗浄の徹底 
○ 体調不良者がいた場合、作業を中断し、洗浄消毒実施 

トイレ・トイレのドアノ

ブ 等 

○ 定期的な洗浄・次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素

濃度 100ppm）での消毒 
○ 清掃用具の消毒 
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⑶ 施設関係者等の協力と感染防止 

調理従事者は施設外部の人との接触時に感染のリスクがあるほか、施設外部の関

係者がノロウイルスで施設を汚染する可能性がある。このため、調理従事者と施設

関係者が連携してノロウイルスに関する情報を共有し、組織的に対応していくこと

が重要である。 
表 9 関係者等の協力と感染防止 

項目 注意すべき作業のポイント 

施設関係者等の体調

把握 

○ 納品事業者、来客、入所者、患者、他の調理以外の作業

従事者などの体調不良者の把握 
○ 調理従事者以外の関係者が、調理施設内を素手で触らな

いように注意喚起する 
施設内の感染症発生

状況の把握 

○ 病棟・介護施設・学校の教室などにおける感染性胃腸炎

の流行状況の把握と調理従事者への注意喚起 

組織内での情報共有 
○ 調理従事部門と施設管理部門による定期的な連絡会の開

催など、感染予防に向けた情報の共有化 

施設内清掃（調理施

設・従業員トイレ） 

○ 清掃従事者の健康状況の把握 
○ 洗浄及び消毒の徹底 

調理部門以外の関係

者の教育 

○ 調理部門以外の関係者が調理施設内の汚染リスクとなる

場合があることの理解 
○ トイレなどの衛生的な使用・管理 

２ 健康管理の徹底と効果的な手洗いの実践 

手洗いを効果的に実践するために、リスク分析の考え方に基づき、応用可能な手洗

い方法について説明する。また、個人衛生だけでなく組織としてノロウイルス対策に

取り組むために必要な「衛生教育」について提案する 

⑴ 調理従事者の健康管理の徹底 

これまで、ノロウイルスに感染していた調理従事者により、多くの食中毒事件

が発生し、多数の患者が発生してきた。調理従事者は、食品の安全性の確保につ

いて第一義的な責任があるため、体調管理と体調不良時の作業について十分な管

理を行わなければならない。 
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表 10 調理従事者の健康管理 

項目 ポイント 

日常の健康管理 

○ 家族等からのノロウイルス感染を防ぐため、同居家

族の健康管理の徹底 
○ 家庭内での手洗い、洗浄・消毒、適切な吐物処理 
○ 流行期（11 月から 3 月）に、生あるいは不十分な

加熱の二枚貝など、汚染のリスクのある食品の喫食

に注意 
○ 間食など調理施設以外で調理した食品を従業員同

士で喫食することを避ける 

調理に従事する際

の健康チェック 

○ 体調のチェックを始業時に義務付け、組織的に対応 
○ 調理従事者全員で体調管理を実施 
○ 流行期に感染の有無の確認検査の実施 
○ 感染者の復帰時の確認検査の実施 

体調不良者の処遇 
○ 感染が疑われる調理従事者は、配送や調理施設外の

清掃作業など、食品の調理作業以外の業務への従事

を検討 

調理作業への復帰 

○ 症状がなくなってから 2 週間程度は、ノロウイルス

を排出する場合があり、調理作業への復帰は慎重に

行うほか、手洗い・消毒を徹底する 
○ 感染者の復帰時の確認検査の実施 
○ CDC（米国疾病管理センター）では、発症後、症状

がなくなってから 3 日間は調理作業を行わないと

している。 

⑵ 効果的な手洗いの実践 

手洗いを効果的に実施していくためには、手指の汚染や作業の状態などの状況に

応じて、メリハリをつけた「手洗い」が行われることが望ましい。 
石けんと流水を用いて「手もみ洗い」を実施することにより、ウイルス量を 1,000

分の１程度に減らすことができる。さらに、入念に二度洗いを実施する場合や消毒

剤を用いる必要のある場合などを考慮して手洗いを行い、ノロウイルスの汚染リス

クを低減していく。 
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表 11 効果的な手洗いのタイミング 

手洗いのタイミング 注意すべきポイント 

始業時及び調理施

設に入るとき 

○ 手指にノロウイルスが付着している可能性が高いと考

え、流水と石けんによる「手もみ洗い」を実施 

トイレの用便後 

○ 手洗いののちにヨード系消毒剤など消毒効果の高い薬剤

の使用によりリスクを低減 
・ノロウイルスが手指を汚染する可能性が最も高い。 
・感染者がトイレを利用した場合、設備内汚染の可能性 

調理施設内で食材

を素手で触ったと

き、調理作業を変

更したとき 

○ 手指の汚染リスク低減のため、入念な手洗いの実施 
・二枚貝等ノロウイルスに汚染している可能性のある食材 
・複数の調理従事者がいた場合、汚染リスクが高くなる 

体調不良の調理従

事者がいたとき 

○ 一時作業を中断し、設備等の洗浄消毒 
○ 施設内の水栓や調理器具などがノロウイルスに汚染して

いる可能性があるため、調理従事者全員で手洗いを実施 

⑶ 効果的な手洗い実施のための方策 

手洗いが職場全体で励行されるために、手洗い場にタイマーを設置して個人が時

間を確認しながら手洗いを行う取組や従業員間での確認、手洗い訓練などにより、

手洗い手技が徹底されるような取組を行う必要がある。 
また、調理従事者がノロウイルスの汚染リスクを理解することが、効果的な手洗

いの実践のために必要である。なお、手洗いや個人衛生を徹底するためには、形式

的に監督を行うだけでは意味がないと考えられることから、調理従事者や施設関係

者も含め、「手洗いの実践」が組織全体の規範となるように、教育や啓発を行って

いくことが重要である。
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表 12 効果的な手洗い実施のための方策 
確認内容 ポイント 

洗い残しや手洗いの

不徹底の防止 

○ タイマー（１分計、30 秒計）を手洗い場に設置し、

手洗い時間の目安を設ける 
○ 洗い残しやすい部位69,70）に関する情報をわかりやす

く掲示 

視覚的な確認法 

○ 手洗いの視覚的な確認講習の実施 
・ 蛍光染料と専用器具 
・ 手指の ATP 量の測定＊ 
・ 手形培地を用いた大腸菌群等の確認 

従業員同士の確認 

○ 手洗いの確認を複数の人で確認するなど、組織全体で

手洗いの徹底を行なう。 
○ 髪をさわるなどの個人の癖を把握 

調理従事者に対する

ノロウイルスの汚染

リスクの周知 

○ 過去のノロウイルス食中毒の事例をもとに、調理工程

やその他の作業における汚染リスクを理解 
○ ノロウイルスが少量で感染することの理解 

効果的な手洗いにつ

いての教育 

○ 洗い残しやすい部位に関する情報の確認 
○ 石けんと流水による「手もみ洗い」の効果の徹底 
○ 消毒剤の効力と使用方法についての理解 

 

⑷ 事業者及び都民への普及啓発 

ノロウイルスが食品を汚染することにより感染性の胃腸炎を起こす仕組や発

生防止対策は、調理従事者やその関係者に対してだけでなく、多くの都民にわか

りやすく情報提供を行っていく必要がある。 
事業者に対しては、食品営業許可更新の際に行われる講習会等をはじめとして、

あらゆる衛生教育の場で、ノロウイルスの汚染リスクの低減策について、具体的

な情報提供を行っていく必要がある。 
また、都民に対して、家庭内で食材を汚染してノロウイルスに感染するリスク

などについて情報提供することは重要である。さらに、手洗いの方法や消毒に関

する現在の知見を、家庭内での適切な食品の管理、調理、消毒などに活用を図っ

ていくことが必要である。特に、ノロウイルスに感染しやすいといわれている幼

児や小学校低学年の児童やその保護者を対象として、分かりやすい手洗い教材や

感染予防に配慮した幼児の排泄物処理など、年齢やライフステージに応じた普及

啓発を実施していくことが効果的である。 
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おわりに 

本報告では、調理従事者を介したノロウイルス食中毒の情報の分析をもとに、調理施

設内の作業工程管理や関係部署を含めたリスク管理を行い、手洗いなどの衛生管理を徹

底することなどの具体的な予防法についての提案を行った。 
折しも、委員会で検討を開始してから、ノロウイルスによる食中毒と集団感染性胃腸

炎が流行し、新聞などで広く取り上げられた。このことにより、一般には知名度が低か

ったノロウイルスの名称が多くの都民や事業者に周知され、感染予防に対する取組の重

要性が認識されるようになった。 
しかしながら、ノロウイルスは、病原体の性状、発生状況などの疫学、有効な消毒法

や環境中の挙動など、未だ不明な部分が多い。したがって、ノロウイルスによる感染メ

カニズムについて調査研究を行い、問題を究明することが重要である。このため、ノロ

ウイルスによる食中毒については、詳細な疫学調査を実施するとともに、病原体の迅速

な検出を行っていくことが重要である。 
その際、個人情報に対する取扱いと関連して、食中毒患者等からの喫食調査の協力が

得られにくい状況がある。調査は、食中毒の再発防止や拡大防止に不可欠であることな

どを十分に説明し、関係者に適切な協力を求めていかなければならない。一方、都民の

側にあっても公衆衛生の向上のためにも積極的な協力をしていくことが望まれる。 
最後に、調理従事者を介したノロウイルス食中毒を予防には、調理従事者が感染しな

いこと、調理施設内に汚染リスクを持ち込まないことための取組の徹底に向けてすべて

の関係者が連携協力していく必要である。したがって、調理施設従業者が従業員間でコ

ミュニケーションを図るだけでなく、調理施設の設置されている施設の関係者とも組織

的に連携して、ノロウイルスへの感染予防や施設の汚染リスクを低減する必要がある。 
本報告で示した、様々な防除方法を活用し、可能な部分から実施することで、調理従

事者を介したノロウイルスによる食中毒の発生を低減するとともに、現時点でノロウイ

ルスに有効と考えられる消毒剤等の情報を都民が活用することにより、ノロウイルスの

感染防止・拡大防止に活用されることを期待する。 
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